
 

～タブレット端末使用のルール（中学生用）～ 

タブレット端末は みなさんの 学習に 役立てる ための 道具 です。便利な 道具 ですが、

心配されること も たくさん あります。 

そのため、 全校生徒で このルールを 守り、タブレットを 「安心・安全・効果的」に 活用して

いきましょう。 

 

１．何の ために 使うのか 

守口市 から 貸し出す タブレット端末 は、 学習活動 の ため  に使うこと が 目的です。

ゲームなど、 学習活動 に 関わること 以外 に 使っては いけません。 

 

２．タブレット端末 の 扱い方 

・学校 と お家以外 では 使用 しません。 

 【注意すること】 

・登下校中 は、タブレット端末 を 落として の 破損や、歩きながら の 操作による 事故 を 

防ぐため、かばん から 出さないよう に しましょう。 

・タブレット端末が 壊れないよう、持ったまま走ったり、 地面に 置いたりしないようにしましょう。 

・画面割れに つながるため、カバンの下に 置いたり、カバンの底に 入れたりしないよう に 

しましょう。それだけでなく、タブレット端末が 入った ランドセルや かばんを 放り投げたりしま

せん。 

・タブレット端末は 水分や 高温が 故障の 原因に なるため、水を かけたり、湿気の 多いと



 

ころでは 使ったりしません。また日光が 直接あたるところや ストーブなどの 暖房機器の 近

くなどには 置かないように しましょう。また、磁気も 故障の 原因になりますので、磁石を 近

づけるなど は 絶対に しません。 

・文字の 入力は、タブレット端末の 画面に 指で書いたり、キーボードを 使ったりします。鉛筆

や ペン（タブレット端末専用ペン除く）で 書きこむことは、画面割れの 原因となりますので、

絶対に やめましょう。 

 

３．タブレット端末 の 使用時 の 注意点 

タブレット端末を 使うときには、夢中に なって 時間を 忘れたり、先生の 指示や 友だちの

話しかけが 聞こえなかったり することが あります。また、健康に 過ごすためにも 使う時間

（中学生は午前８時から午後 10時まで）など 気をつけて 使用しましょう。 

 

４．安全な使用 

・インターネットへの 接続には 制限がかけられていますが、 もし あやしい サイトに 入ってし

まったとき は 直ちに ブラウザを閉じ、すぐに 先生に 知らせます。（家での場合は、お家の人

に 相談し、すぐに 先生に 知らせます） 

 

５．個人情報など 

・自分のタブレット端末を他人に貸したり、使わせたりしません。 

・自分の IDや パスワードを 他人に 見せたり、話
はな

したり しません。 

・自分や他の人の 個人情報（名前や住所、電話番号など）はインターネット上に絶対に上げま



 

せん。 

・相手を 傷つけたり、いやな思いを させたりすることは 絶対に 書き込みません。一度インター

ネット上に 掲載した情報は、完全に 消去することが できません。インターネット上に 掲載する

場合は、自分だけでなく、自分の周りの人たちの 立場になり、世界中の 誰が 見ても良い 情

報かを 十分 考えましょう。 

・インターネット上に 自分に関する いやな 書き込み等 があった場合、すぐに お家の人や 先

生に知らせ、警察に 相談することが できます。 

 

６．カメラでの撮影 や 動画等の再生 

・授業で 観察や 実験を 撮影する場合や、ビデオ会議や 発表の練習を行う場合 などを除き、

カメラは 使いません。 

・カメラで 人物を 撮影するときは、勝手に撮らず、必ず 撮影する相手の 許可を もらいます。

撮影が 禁止されている場所も ありますので、その施設等の ルールに従い 撮影しましょう。 

・動画や 音楽を 再生するときや、ビデオ会議に 参加するとき等は、周りの迷惑に ならないよ

う、音量を 調整するように しましょう。 

 

７．不具合や故障 

・学校で、タブレット端末本体や インターネットが 使えなくなって、再起動 をしても 元にもどら

ないときは、すぐに 先生に 知らせます。 

・家庭で こわれたり、なくしたりした時は、すぐに 先生に 知らせてください。 


